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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両内システムと携帯装置で構成される車両位置確認システムであって、
　前記車両内システムには、
　自車位置を判別し、地図データと現在位置情報に基づいて自車位置を示す自車位置地図
画像情報を出力するとともに、自社位置地図画像情報を生成できないときは、不生成信号
を出力することができる自車位置判別手段と、
　前記携帯装置との間で直接双方向通信を行うことができるとともに、受信された位置情
報要求信号に応じて、前記自車位置判別手段から出力される前記自車位置地図画像情報、
又は前記不生成信号を前記携帯装置に対して送信することができる通信手段と、
　が備えられ、
　前記携帯装置には、
　少なくとも車両の位置情報要求を指示できる操作手段と、
　画像表示を行うことができる表示手段と、
　前記車両内システムとの間で直接双方向通信を行うことができるとともに、前記操作手
段による位置情報要求の指示操作に応じて、前記車両内システムに対して位置情報要求信
号を送信し、さらに前記車両内システムから送信されてきた前記自車位置地図画像情報、
又は前記不生成信号を受信して、前記表示手段に前記自車位置地図画像表示、又は自車位
置地図画像不能表示させることのできる通信手段と、
　が備えられていることを特徴とする車両位置確認システム。
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【請求項２】
　車両内システムと携帯装置で構成される車両位置確認システムであって、
　前記車両内システムには、
　自車位置を判別し、地図データと現在位置情報に基づいて自車位置を示す自車位置地図
画像情報を出力するとともに、自社位置地図画像情報を生成できないときは、不生成信号
を出力することができる自車位置判別手段と、
　前記携帯装置との間で直接双方向通信を行うことができるとともに、受信された位置情
報要求信号に応じて、前記自車位置判別手段から出力される前記自車位置地図画像情報、
又は前記不生成信号を前記携帯装置に対して送信することができる通信手段と、
　前記通信手段で受信された位置表明要求信号に応じて、視覚的又は聴覚的な報知出力を
実行できるとともに、着信信号を前記通信手段により出力するようにすることができる１
又は複数の出力手段と、
　が備えられ、
　前記携帯装置には、
　少なくとも車両の位置表明要求及び車両の位置情報要求を指示できる操作手段と、
　画像表示を行うことができる表示手段と、
　前記車両内システムとの間で直接双方向通信を行うことができるとともに、前記操作手
段による位置表明要求の指示操作に応じて前記車両内システムに対して位置表明要求信号
を送信することができ、該位置表明要求信号を送信した後に、所定時間以上経過しても、
前記車両システムからの着信信号が受信できなかった場合は、不着信であることを表示し
、さらに、前記車両内システムから送信されてきた前記自車位置地図画像情報、又は前記
不生成信号を受信して、前記表示手段に前記自車位置地図画像表示、又は自車位置地図画
像不能表示させることのできる通信手段と、
　が備えられていることを特徴とする車両位置確認システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、例えば駐車場などで自分の自動車の位置を探したい場合などに好適な車両位
置確認システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
例えば空港、港、イベント会場、テーマパークなどの屋外の広い駐車場や、ビルやホテル
の等の屋内の薄暗い駐車場などにおいては、自分の車がとめてある場所がわからなくなる
ことが多々ある。
このため、離れた位置から自分の車の位置を見つけることができるようにした各種の技術
が提案されている。
【０００３】
例えばユーザーが離れた位置から車に対して自車位置の表明を求めることができるように
し、自動車はそれに応じてハザードランプを点滅させるシステムがある。或いはホーンを
鳴らさせる方式もある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ハザードランプで報知（位置表明）する場合は、例えば薄暗い屋内駐車場
では有効ではあるが、明るくかつ広い屋外駐車場ではわかりにくいものであった。
また、ホーンについては騒音防止の観点からむやみに実行できないという事情もあった。
【０００５】
さらに、ユーザーが自分の車にこれらの表明動作を実行させるための手段としては、セル
ラーやＰＨＳなどの携帯用の電話システムを利用して車にトリガ信号を送信するものとさ
れる。
ところが、当然ながら車に対するトリガ信号の送信は、公衆電話システムとしての基地局
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を経由して行われることになり、地下駐車場などで通話不能な場所や、電話システムとし
てのサービスエリア外の地域では利用できない。つまりその様な場所では、ハザードやホ
ーンによる位置表明動作を実行させることができない。
【０００６】
また、このような公衆電話システムを利用せずに、駐車場内のローカルシステムとして通
信基地局となる装置を用意し、各ユーザーからのトリガ信号を送信できるようにすること
も考えられる。この場合、例えばユーザー側からのトリガ信号が駐車場内の基地局を経由
して車まで届けられるため、広い駐車場や外部電波の届かない地下駐車場などでも利用で
きた。ところがこの場合、駐車場側に設備負担が生じるとともに、当然ながらその駐車場
のみのサービスとなる。
【０００７】
これらのことから、状況に応じた多様な位置表明動作ができるようにすることや、場所や
地域によらずに動作可能となること、基地局などのインフラストラクチャーが不要である
こと、などの条件を満たした車両位置確認システムを実現することが求められている。
【０００８】
また、ユーザーが駐車場などで自動車から離れた時などには、ドアロックやハンドブレー
キをかけたか否かなどが不安になることがあり、わざわざ車まで戻るということもある。
このようなことから、車から離れた状態で車両状態を確認できるようにするシステムも望
まれている。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は以上のような要望に応じて、状況に応じた多様な位置表明動作ができるように
することや、場所や地域によらずに動作可能となること、基地局などのインフラストラク
チャーが不要であること、などの条件を満たした車両位置確認システムを実現することを
目的とする。そして本発明では、これらの車両位置確認システムを、互いに双方向通信可
能とされた車両内システムと携帯装置で構成する。
【００１０】
そして本発明の車両位置確認システムでは、まず車両内システムには、携帯装置との間で
直接双方向通信を行うことのできる通信手段と、通信手段で受信された位置表明要求信号
に応じて、視覚的又は聴覚的な報知出力を実行できる複数の出力手段とが備えられるよう
にする。一方、携帯装置には、少なくとも車両の位置表明要求を指示できる操作手段と、
車両内システムとの間で直接双方向通信を行うことができるとともに、操作手段による位
置表明要求の指示操作に応じて、車両内システムに対して位置表明要求信号を送信するこ
とのできる通信手段とが備えられているようにする。
即ち車両内システムと携帯装置が双方向に直接通信を行うことで、電話基地局や駐車場シ
ステムなどのインフラストラクチャーを要求しないシステムとする。また車両内の各種装
置をシステム化し、複数の出力手段により各種の態様で報知出力を行うことができるよう
にして、選択的又は複合的な位置表明動作が実行可能となるようにする。
【００１１】
　また本発明の他の車両位置確認システムとしては、車両内システムには、自車位置を判
別し、地図データと現在位置情報に基づいて自車位置を示す自車位置地図画像情報を出力
するとともに、自車位置地図画像情報を生成できないときは、不生成信号を出力すること
ができる自車位置判別手段と、携帯装置との間で直接双方向通信を行うことができるとと
もに、受信された位置情報要求信号に応じて、自車位置判別手段から出力される自車位置
地図画像情報、又は前記不生成信号を携帯装置に対して送信することができる通信手段と
が備えられるようにする。一方、携帯装置には、少なくとも車両の位置情報要求を指示で
きる操作手段と、画像表示を行うことができる表示手段と、通信手段とを設ける。この通
信手段は、車両内システムとの間で直接双方向通信を行うことができるとともに、操作手
段による位置情報要求の指示操作に応じて、車両内システムに対して位置情報要求信号を
送信し、さらに車両内システムから送信されてきた自車位置地図画像情報、又は前記不生
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成信号を受信して、前記表示手段に前記自車位置地図画像表示、又は自車位置地図画像不
能を受信して、表示手段に表示させることのできるようにする。
　この場合も、車両内システムと携帯装置が双方向に直接通信を行うことで、電話基地局
や駐車場システムなどのインフラストラクチャーを要求しないシステムとする。そしてま
た車両内の自車位置判別手段による自車位置地図画像を携帯装置側で表示させることで、
ユーザーが車両位置を確認できるようにする。
【００１２】
　また本発明のさらに他の車両位置確認システムとしては、車両内システムには、自車位
置を判別し、地図データと現在位置情報に基づいて自車位置を示す自車位置地図画像情報
を出力するとともに、自社位置地図画像情報を生成できないときは、不生成信号を出力す
ることができる自車位置判別手段と、前記携帯装置との間で直接双方向通信を行うことが
できるとともに、受信された位置情報要求信号に応じて、前記自車位置判別手段から出力
される前記自車位置地図画像情報、又は前記不生成信号を前記携帯装置に対して送信する
ことができる通信手段と、前記通信手段で受信された位置表明要求信号に応じて、視覚的
又は聴覚的な報知出力を実行できるとともに、着信信号を前記通信手段により出力するよ
うにすることができる１又は複数の出力手段とが備えられるようにする。一方、携帯装置
には、少なくとも車両の位置表明要求及び車両の位置情報要求を指示できる操作手段と、
画像表示を行うことができる表示手段と、前記車両内システムとの間で直接双方向通信を
行うことができる通信手段とを設ける。この通信手段は、車両内システムとの間で直接双
方向通信を行うことができるとともに、操作手段による位置表明要求の指示操作に応じて
車両内システムに対して位置表明要求信号を送信することができ、該位置表明要求信号を
送信した後に、所定時間以上経過しても、前記車両システムからの着信信号が受信できな
かった場合は、不着信であることを表示し、さらに、操作手段による位置情報要求の指示
操作に応じて、車両内システムに対して位置情報要求信号を送信し、それに対して車両内
システムから送信されてきた自車位置地図画像情報、又は前記不生成信号を受信して、前
記表示手段に前記自車位置地図画像表示、又は自車位置地図画像不能表示させることがで
きるようにする。
　つまりこの場合は、車両位置の確認のために、自車位置の表明動作と、自車位置を示す
自車位置地図画像表示の両方が実行可能となるようにする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の車両位置確認システム、車両状態確認システムの実施の形態としての通信
システム及びその動作を説明していく。
説明は次の順序で行う。
１．車両内システムの構成
２．携帯装置の構成
３．車両位置表明動作
４．車両位置表示動作
５．車両位置確認動作の各種動作態様
６．車両状態提示動作
７．その他のキー操作にかかる動作
【００１５】
１．車両内システムの構成
本例の車両内システムの構成を図１～図３で説明する。
本例の場合、ユーザーの自動車内には、図１に模式的に示すように各種装置が搭載されて
おり、これらがシステム化されているものとなる。
【００１６】
まず車両１内には、通常、自動車に装備される部位のうちで本例の動作に関わる部位とし
て、図示するようにフロントハザードランプ２Ｆ、リアハザードランプ２Ｒ、ドラロック
機構１７、ホーン（クラクション）１８が設けられる。
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これらは車内の各種動作制御を行うＥＣＵ（Electronics Control Unit）１０によって制
御される。なお、ＥＣＵ１０としては通常自動車に配備される制御部位であり、既に公知
の通り、エンジンコントロール系、ボディコントロール系など、制御系統に応じて設けら
れるものであり、これらの構成例は図２で後述する。
【００１７】
ＥＣＵ１０はビークルバス６によりゲートウエイ１１と接続される。そしてゲートウエイ
１１から各種の装置が制御バス（本例ではＩＥＥＥ１３９４バス７とする）によりシステ
ム接続されている。つまり、ゲートウエイ１１はＩＥＥＥ１３９４バス７に接続された各
種装置と、ビークルバス６に接続されたＥＣＵ１０との間の各種通信の中継等を行うイン
ターフェース部位となる。
【００１８】
ＩＥＥＥ１３９４バス７には、ナビゲーション装置１２、ＣＤチェンジャー１３、モニタ
／ヘッドユニット１４、ＤＳＰ／アンプ１５が接続される。
ナビゲーション装置１２は、いわゆるＧＰＳ（Global Positioning System）を利用して
自車位置等を判別する装置であり、ＧＰＳアンテナ４で受信される現在位置情報（緯度／
経度）、速度情報等を取り込む。そして例えばＣＤ－ＲＯＭなどに収録された地図データ
と現在位置情報に基づいて、ユーザーに対するガイド表示としての画像を出力する。そし
て既に公知のように、ナビゲーション装置１２としては、現在位置のガイド表示だけでな
く、目的位置への道順案内、地図表示、渋滞情報表示、音声によるガイド出力など、各種
の機能が実現されている。
【００１９】
ＣＤチェンジャー１３は、複数枚のＣＤ（コンパクトディスク）を収納し、選択的に再生
することのできる装置である。
なお、本例では音響ソースとしてＣＤチェンジャー１３を搭載するものとしているが、も
ちろん１枚のＣＤを装填して再生可能なＣＤプレーヤや、ＭＤ（ミニディスク）に対応す
るＭＤプレーヤ、ＭＤチェンジャー、さらにはカセットデッキ、ラジオチューナなどが搭
載されてもよい。
後述する本例の位置表明動作では、ＣＤチェンジャー１３からの再生音声を出力するもの
として説明するが、もちろんＭＤ等の再生音声や、ラジオチューナによる受信音声を出力
するという例も考えられる。
【００２０】
モニタ／ヘッドユニット１４はユーザーに対するインターフェース部位となり、例えば液
晶モニタなどによる表示画面や、各種操作キーなどが配される部位となる。
ユーザー（運転者等）は、モニタ／ヘッドユニット１４からの操作により、ナビゲーショ
ン装置１２やＣＤチェンジャー１３などの操作を行う。
また、ナビゲーション装置１２により地図画像などはモニタ／ヘッドユニット１４の表示
画面に表示されることで、ユーザーがナビゲーションを受けることが可能となる。
【００２１】
ＤＳＰ／アンプ１５は、音響処理部であり、ＣＤチェンジャー１３からの再生音声信号に
対するイコライジング、リバーブなどの各種音響処理や、スピーカからの出力のための増
幅動作（いわゆるパワーアンプ機能）を行う。そして図示していない内部スピーカにより
車室内に再生音楽等を出力させる。
この図１に示す外部スピーカ３は、通常のカーオーディオ用のスピーカ（車室内向けのス
ピーカ）とは別に設けられた車外向けに音声出力を行うスピーカである。ＤＳＰ／アンプ
１５がこの外部スピーカ３に再生音声出力を実行させることで、車外でＣＤ再生音声等を
聴くことができる。
【００２２】
本例ではさらに、後述する携帯装置５０との間の通信を介して各種動作を実現するために
、無線送受信器（以下、ワイヤレストランシーバ）１６が設けられている。
このワイヤレストランシーバ１６は、例えば２．４ＧＨｚ帯で２６ＭＨｚの帯域幅を持つ
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ＤＳＳＳ（Direct Sequence Spread Spectrum）通信方式のワイヤレスＬＡＮの規格を利
用する。プロトコルは、ＩＥＥＥ８０２．１１無線ＬＡＮ標準である。
そして後述する携帯装置５０側とはＤＳＳＳ方式により、直接双方向で通信可能とされる
。
このためワイヤレストランシーバ１６の送受信のために、２．４ＧＨｚヘリカルアンテナ
５が設けられる。
【００２３】
なお米国を考慮した場合、Unlicensed US/ISM帯である９０２～９２８ＭＨｚ帯を使用す
ることも考えられ、この場合通信飛距離をより伸ばすことが可能となり、かつチェンネル
数も多くとれるが、アンテナがロッドアンテナのように長くなる。本例の場合、ヘリカル
アンテナ５により、例えばＧＰＳアンテナ４と同一ハウジング内に収納して小型化するこ
とも可能となり、車両１に取り付ける装備の簡略化が可能となる。
【００２４】
これらの各装置のシステム構成を図２に示す。
図示するようにビークルバス６には、各種の制御系についてのＥＣＵ１０ａ～１０ｄが接
続される。
ＥＣＵ１０ａはボディコントロール系の制御ユニットであり、ドアロック機構１７の駆動
制御、ハザードランプ２他各種ライト系のオン／オフ制御、ホーン１８の駆動制御などを
行う。
ＥＣＵ１０ｂは車室内のエアコンディショナーの制御ユニットである。
ＥＣＵ１０ｃは各種センサの制御ユニットであり、ハンドブレーキ、ライト、ドアロック
などの状態を検出する。
ＥＣＵ１０ｄはエンジンコントロール系の制御ユニットであり、エンジンのスタート／ス
トップ、走行中の速度制御（例えば定速走行システム）、回転数などの制御を行うととも
に、フロントパネルにおける表示などを行う。
【００２５】
これらのＥＣＵ１０ａ～１０ｄはゲートウエイ１１のビークルバスインターフェース２１
に接続される。
一方、ゲートウエイ２０から、ＣＤチェンジャー１３、モニタ／ヘッドユニット１４、ナ
ビゲーション装置１２、ワイヤレストランシーバ１６、ＤＳＰ／アンプ１５は、それぞれ
各装置のＩＥＥＥ１３９４インターフェース２０がＩＥＥＥ１３９４バス７により接続さ
れ、システム化されている。
これら各機器は電源ライン１９によりバッテリーからの動作電源の供給を受ける。
【００２６】
このような構成により、ゲートウエイ１１を介してビークルバス６に接続されたシステム
と、ＩＥＥＥ１３９４バス７に接続されたシステムが、相互に通信を行って連係動作を行
うことも可能となる。
【００２７】
図３は、本例の車両内システムのうちで、ワイヤレストランシーバ１６内を詳しく示した
ブロック図である。
ワイヤレストランシーバ１６には、切換器３１、アップ／ダウンコンバータ３２、ＱＵＡ
Ｄ中間周波変復調器３３、ベースバンドプロセッサ３４、デュアルシンセサイザ３５、Ｃ
ＰＵ３６、ＲＯＭ３７、ＲＡＭ３８、接続部３９を有する。
【００２８】
ＣＰＵ３６はワイヤレストランシーバ１６による後述する携帯装置５０との間の送受信動
作の制御や、接続部３９内のＩＥＥＥ１３９４インターフェース２０を介して接続されて
いる各種装置との間の通信動作の制御を行う部位となる。
ＲＯＭ３７にはＣＰＵ３６が用いる動作プログラムや各種定数が格納される。またＲＡＭ
３８はＣＰＵ３６のワーク領域や送受信データのバッファ領域として用いられる。
【００２９】
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携帯装置５０からの受信時には、切換器３１がＲｘ側とされ、ヘリカルアンテナ５で受信
された電波がアップ／ダウンコンバータ３２に供給される。アップ／ダウンコンバータ３
２では受信電波の増幅や、デュアルシンセサイザ３５からの同調周波数による同調／ダウ
ンコンバートを行い受信信号をＱＵＡＤ中間周波変復調器３３に供給する。そしてＱＵＡ
Ｄ中間周波変復調器３３で中間周波復調処理が行われ、さらにベースバンドプロセッサ３
４でデスプレッディングが行われることでベースバンド信号とされる。
ＣＰＵ３６はベースバンド信号をコマンドインタープリターして、ＩＥＥＥ１３９４イン
ターフェース２０を介してＩＥＥＥ１３９４バス７に接続された各機器のうちで対象とな
る機器（受信データ内容に応じた機器）にアシンクロナスパケット通信を行う。
例えば受信データが、ＣＤ再生を求めるものであれば、ＣＤチェンジャー１３に対してア
シンクロナスパケット通信が行われることになる。
なお、車両内システムがスタンバイ状態（主電源オフ）にある場合は、ワイヤレストラン
シーバ１６が携帯装置５０からのコマンドを受けることに応じて、システムがウェイクア
ップ（電源オン）する。
【００３０】
また携帯装置５０に対する送信時には、ＣＰＵ３６はＩＥＥＥ１３９４インターフェース
２０を介して所要機器から取り込まれた送信データをベースバンドプロセッサ３４に供給
してスプレッディングを実行させ、さらにＱＵＡＤ中間周波変復調器３３での中間周波変
調処理、アップ／ダウンコンバータ３２でのアップコンバート処理、送信増幅処理等を実
行させ、Ｔｘ側とされている切換器３１を介してヘリカルアンテナ５から送信させる。
例えば後述するようにステータス情報を送信する場合は、ＣＰＵ３６はゲートウエイ１１
からアシンクロナスパケット送信されてくるステータス情報を取り込み、ベースバンドプ
ロセッサ３４以降の送信処理を実行させ、携帯装置５０に送信する。
【００３１】
２．携帯装置の構成
次に図４、図５で携帯装置５０の構成を説明する。
携帯装置５０の外観例を図４に示すが、この携帯装置５０は例えばキーホルダー型の小型
の、ユーザーが自動車から離れたときに常に携帯できるような装置とされる。
【００３２】
図４に示すように、携帯装置５０にはアンテナ収納部６０が設けられ、この内部に図５に
示す２．４ＧＨｚヘリカルアンテナ５２が収納される。
また上面には表示部として液晶ディスプレイ５３が形成され、例えば図４（ａ）に示すよ
うに車両の位置情報（地図画像）や、図４（ｂ）に示すように車両のステイタス情報が表
示される。
なお、もちろん表示装置は液晶ディスプレイに限らず、小型の表示デバイスであれば、ど
のようなものが採用されてもよい。また本例では地図画像表示を実行可能とするために表
示画面形態を採るが、例えば図４のようなステイタス表示のみを可能とすればよいのであ
るなら、ＬＥＤ等の発光素子を用いた表示構成をとることもできる。
【００３３】
また携帯装置５０には操作子としてサーチキー６１、ステイタスキー６２、ドアロックキ
ー６３、ドアアンロックキー６４、エンジンスタートキー６５、エンジンストップキー６
６などが形成される。
もちろんこれら以外に所要の操作キーや操作ダイヤル等が形成されても良い。
【００３４】
図５には携帯装置５０のブロック図を示すが、この携帯装置５０内には、上述した車両内
システムのワイヤレストランシーバ１６との間で直接双方向の通信が可能な送受信器（以
下、ワイヤレストランシーバ）５１が設けられる。
また、液晶ディスプレイ５３に対する表示ドライブを行うＬＣＤドライバ５４や、上記各
種操作キー（６１～６６）の操作を検出するためのキースキャン部５５が設けられる。
【００３５】
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ワイヤレストランシーバ５１には、切換器６１、アップ／ダウンコンバータ６２、ＱＵＡ
Ｄ中間周波変復調器６３、ベースバンドプロセッサ６４、デュアルシンセサイザ６５、Ｃ
ＰＵ６６、ＲＯＭ６７、ＲＡＭ６８、インターフェース部６９が備えられる。
【００３６】
ＣＰＵ６６はワイヤレストランシーバ５１による前述した車両１側のワイヤレストランシ
ーバ１６との間の送受信動作の制御や、インターフェース部６９を介して接続されている
ＬＣＤドライバ５４への画像データの供給動作、キースキャン部５５からの操作情報の取
込等の制御を行う。
ＲＯＭ６７にはＣＰＵ６６が用いる動作プログラムや各種定数が格納される。またＲＡＭ
６８はＣＰＵ６６のワーク領域や送受信データのバッファ領域として用いられる。
【００３７】
車両１のワイヤレストランシーバ１６からの受信時には、切換器３１がＲｘ側とされ、ヘ
リカルアンテナ５２で受信された電波がアップ／ダウンコンバータ３２に供給される。そ
して、上記ワイヤレストランシーバ１６と同様に、アップ／ダウンコンバータ３２では受
信電波の増幅や、デュアルシンセサイザ６５からの同調周波数による同調／ダウンコンバ
ートを行い、受信信号をＱＵＡＤ中間周波変復調器６３に供給する。そしてＱＵＡＤ中間
周波変復調器６３で中間周波復調処理が行われ、さらにベースバンドプロセッサ６４でデ
スプレッディングが行われることでベースバンド信号とされる。
ＣＰＵ６６はベースバンド信号から送信されてきたデータをデコードし、送信データに応
じて画像表示制御を行う。即ち図４（ａ）（ｂ）に示したような表示のための画像データ
をＬＣＤドライバ５４に供給し、液晶ディスプレイ５３上に所要の表示を実行させる。
【００３８】
また車両１側のワイヤレストランシーバ１６に対する送信時には、ＣＰＵ３６はキースキ
ャン部５５から供給された操作情報に応じて必要な送信データを生成し、ベースバンドプ
ロセッサ３４に供給してスプレッディングを実行させ、さらにＱＵＡＤ中間周波変復調器
３３での中間周波変調処理、アップ／ダウンコンバータ３２でのアップコンバート処理、
送信増幅処理等を実行させ、Ｔｘ側とされている切換器３１を介してヘリカルアンテナ５
から送信させる。
例えばサーチキー６１の操作に応じてサーチキー操作にかかるコマンドを車両１側に送信
する。
【００３９】
３．車両位置表明動作
以上のような車両１内のシステムと携帯装置５０により実現される各種の動作について以
下説明していく。
まずここでは、ユーザーが例えば広い駐車場などで自分の車を駐車した位置がわからなく
なった場合などに好適な動作として、車両１に位置表明動作を実行させる動作について説
明する。
【００４０】
この車両位置表明動作は、ユーザーが携帯装置５０のサーチキー６１を操作することに応
じて、車両１が何らかの位置表明動作を行うものである。位置表明動作とは、例えばハザ
ードランプ２Ｆ，２Ｒを点滅させたり、ホーン１８をならしたり、さらにはＣＤチェンジ
ャー１３による音楽等の再生音声を外部スピーカ３から出力させる動作となる。
【００４１】
図６、図７は、車両位置表明動作の際の携帯装置５０と車両１内のシステムの通信及び動
作を示している。
ユーザーがサーチキー６１を操作すると、ワイヤレストランシーバ５１によって通信Ｓ１
として位置表明を要求するコマンドが車両１側に送信される。
車両１のワイヤレストランシーバ１６は、この通信Ｓ１を受信すると、その位置表明要求
コマンドをアシンクロナスパケットとしてＩＥＥＥ１３９４バス７に供給する。これに対
してＩＥＥＥ１３９４バス７に接続されたうちで１又は複数の機器が応答し、位置表明動
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作を行うことになる。
またワイヤレストランシーバ１６は、着信応答として着信を確認させる通信Ｓ２を実行す
る。携帯装置５０側では、通信Ｓ２（着信応答）を受信すると、ＣＰＵ６６は車両にコマ
ンドが着信されたことをユーザーに提示するために、液晶ディスプレイ５３に着信を示す
画像又は文字を点滅表示させる。これによりユーザーは車両１側で位置表明動作が実行さ
れることを確認できる。
【００４２】
車両１側で実行される位置表明動作としては、例えば位置表明要求コマンドに対してゲー
トウエイ１１が応答する場合は、ゲートウエイ１１がＥＣＵ１０ａにコマンドを伝えるこ
とでハザードランプ２Ｆ，２Ｒを点滅させることができる。或いは、ホーン１８をならす
ことも可能となる。
また、位置表明要求コマンドに対してＣＤチェンジャー１３及びＤＳＰ／アンプ１５が応
答する場合は、ＣＤチェンジャー１３で所要のＣＤに対して再生動作を行うとともに、そ
のＣＤ再生音声を外部スピーカ３から出力するという動作が可能となる。
【００４３】
このようにして、ハザードランプ点滅、ホーン音、ＣＤ再生音声のいづれか、又は複合的
な動作が行われることにより、ユーザーは自分の車を見つけることができる。
なおこれらの動作が、実際にどのように実行されるかは各種の例が考えられ、その動作態
様例については後述する。
【００４４】
ところで、携帯装置５０からの位置表明要求コマンドが車両１側で受信できないこともあ
る。或いは何らかの事情で位置表明動作が実行不能の場合もある。
これらの場合を図７に示した。
即ち、携帯装置５０側から通信Ｓ１として位置表明要求コマンドを送信した後に、所定時
間以上経過しても、図６に示した着信応答（Ｓ２）が受信できなかった場合は、携帯装置
５０は何らかの事情で通信不能状態にあると判断する。
そしてその場合、つまり着信応答がない場合は、液晶ディスプレイ５３に不着信（通信不
能）であることをユーザーに提示する。
このように通信不能の場合はそれがユーザーに提示されることで、ユーザーは車両１が位
置表明動作を行わないことを認識できる。
【００４５】
一方、例えば位置表明動作としてＣＤ再生のみが実行されるべく設定されている場合（例
えばハザード点滅やホーン出力が禁止設定されている場合）に、ＣＤチェンジャー１３に
１枚もＣＤが装填されていなかった場合などは、車両内システムは位置表明動作としてＣ
Ｄ再生を行うことができない。
このような場合は、ＣＤチェンジャー１３は位置表明要求コマンドに対して動作不能の応
答を発し、これをワイヤレストランシーバ１６が通信Ｓ３の動作不能応答として送信して
くることになる。
携帯装置５０では、動作不能応答を受けたら、液晶ディスプレイ５３に動作不能であるこ
とをユーザーに提示する。
このように動作不能の場合も、それがユーザーに提示されることで、ユーザーは車両１が
位置表明動作を行わないことを認識できる。
【００４６】
４．車両位置表示動作
次に、本例の車両１内のシステムと携帯装置５０により実現される動作として車両位置表
示動作を説明する。
これも、ユーザーが例えば広い駐車場などで自分の車を駐車した位置がわからなくなった
場合などに好適な動作であり、車両１の位置を示す地図画像を携帯装置５０の液晶ディス
プレイ５３で表示させる動作である。
【００４７】
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この車両位置表示動作は、ユーザーが携帯装置５０のサーチキー６１を操作することに応
じて、車両１から車両位置を示す地図としての画像データが送信され、携帯装置５０がそ
れを表示するものである。
なお、この車両位置表示動作は、上記車両位置表明動作と同一の目的の動作、即ちユーザ
ーが車を探すための動作である。従って実際のシステムでは、サーチキー６１の操作に応
じて、車両位置表示動作と車両位置表明動作の一方が行われるようにしてもよいし、また
両方が行われるようにしてもよい。或いは車両位置表示動作を目的とする操作キーと、上
記車両位置表明動作を目的とする操作キーがそれぞれ設けられるようにしてもよい。
【００４８】
図８、図９は、車両位置表示動作の際の携帯装置５０と車両１内のシステムの通信及び動
作を示している。
ユーザーがサーチキー６１を操作すると、ワイヤレストランシーバ５１によって、まず通
信Ｓ１１として、車両位置情報を得ることのできる機器が存在するか否か（システム接続
状態にあるか否か）を確認するコマンドが車両１側に送信される。
車両１のワイヤレストランシーバ１６は、この通信Ｓ１１を受信すると、その存在確認コ
マンドをアシンクロナスパケットとしてＩＥＥＥ１３９４バス７に供給する。このときＩ
ＥＥＥ１３９４バス７にナビゲーション装置１２が接続されていれば、ナビゲーション装
置１２が存在確認に応答することになる。すると、ナビゲーション装置１２からの応答信
号が通信１２としてワイヤレストランシーバ１６により携帯装置５０に送信される。
【００４９】
携帯装置５０は通信Ｓ１２の存在応答を受信したら、通信Ｓ１３として位置情報を要求す
るコマンドを車両１側に送信する。
車両１のワイヤレストランシーバ１６は、この通信Ｓ１３を受信すると、その位置情報要
求コマンドをアシンクロナスパケットとしてＩＥＥＥ１３９４バス７に供給する。これに
対してナビゲーション装置１２が応答することになり、つまりナビゲーション装置１２は
ＧＰＳアンテナ４から受信される緯度／経度データや、ＣＤ－ＲＯＭ地図情報から、駐車
場内などでの車両の位置を示す地図画像を生成し、それをワイヤレストランシーバ１６に
供給する。ワイヤレストランシーバ１６はナビゲーション装置１２からの地図画像を通信
Ｓ１４として、携帯装置５０側に送信する。
【００５０】
携帯装置５０側では、通信Ｓ１４を受信すると、その通信により送られてきた画像データ
を取り込み、液晶ディスプレイ５３に表示させることになる。
例えば受信した画像データを１２０×１８０画素程度のビットマップでＲＡＭ６８にスト
アしておき、インターフェース部６９はストアされた画像データを順次スキャンしてＬＣ
Ｄドライバ５４に転送することで、表示が実行される。
これにより例えば図４（ａ）に示したように地図画像が表示される。
【００５１】
このようにして、自動車の位置を示す地図が携帯装置１側で表示されることで、ユーザー
は自分の車の位置を正確に把握し、容易に見つけることができる。
なお動作態様例については後述する。
【００５２】
ところで、携帯装置５０からのコマンドが車両１側で受信できない場合や、或いはナビゲ
ーション装置１２が搭載されていない、又は接続されていない、又はＧＰＳ受信不能など
の事情で地図画像の送信が実行不能の場合もある。
これらの場合は図８のようになる。
即ち、携帯装置５０側から通信Ｓ１１として存在確認コマンドを送信した後に、所定時間
以上経過しても、図８に示した存在応答（Ｓ１２）等の何らかの応答がが受信できなかっ
た場合は、携帯装置５０は通信不能状態にあると判断する。
そしてその場合は、液晶ディスプレイ５３に不着信（通信不能）であることをユーザーに
提示し、地図表示不能であることを認識させる。
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【００５３】
また、システム接続されたナビゲーション装置１２が存在しない場合は、ワイヤレストラ
ンシーバ１６は通信Ｓ１５としてナビゲーション装置１２が接続されていない旨の応答を
携帯装置５０に返信することになる。この場合携帯装置５０は、液晶ディスプレイ５３に
動作不能であることを表示し、ユーザーに地図表示不能であることを認識させる。
さらに、ナビゲーション装置１２が接続されていたとしても、地下駐車場などでＧＰＳデ
ータ受信不能の場合は、ナビゲーション装置１２が自車位置を特定できず、地図画像を生
成できない場合がある。このようなときはナビゲーション装置１２は位置情報要求コマン
ド（Ｓ１３）に対して動作不能の応答を発し、それがワイヤレストランシーバ１６により
通信Ｓ１６として携帯装置５０側に送信されてくる。この場合も携帯装置５０は、液晶デ
ィスプレイ５３に動作不能であることを表示し、ユーザーに地図表示不能であることを認
識させる。
【００５４】
５．車両位置確認動作の各種動作態様
以上、ユーザーがサーチキー６１を操作した場合の動作例として位置表明動作と位置表示
動作を説明したが、上述のように本例のシステムにおいては位置表明動作と位置表示動作
はどちらか一方が実行されるようにしてもよいし、両方実行されるようにしてもよい。
さらに本例のシステムで実行できる位置表明動作としては、ＣＤ再生、ハザード点滅、ホ
ーン発生など複数種類が可能であり、これらの１つが実行されるようにしたり、或いは複
合的に実行されるようにすることができる。
【００５５】
まず位置表明動作と位置表示動作については、システム設定又はユーザーの選択により、
図１０（ａ）（ｂ）（ｃ）の動作態様が考えられる。
図１０（ａ）は、サーチキー６１の操作に応じて位置表明動作のみが行われる場合を示し
ている。
また図１０（ｂ）はサーチキー６１の操作に応じて位置表示動作のみが行われる場合を示
している。
さらに図１０（ｃ）はサーチキー６１の操作に応じて位置表明動作と位置表示動作の両方
が実行される場合を示している。
【００５６】
また位置表明動作が実行される場合としては、ＣＤ再生のみ、ハザード点滅のみ、ホーン
発生のみなど、１つの動作が実行される例や、或いはＣＤ再生とハザード点滅が行われる
ようにしたり、ホーン発生とハザード点滅が行われるようにするなど、複合的な動作例が
考えられる。
また、優先順位を設定しておいて、例えば位置表明動作としてはまずＣＤ再生が行われる
ことを基本とするが、ＣＤ再生が不能な場合はハザード点滅又はホーン発生が行われるよ
うにするなどの動作例も考えられる。
もちろん、実行させる動作や、優先順位などはユーザーが任意に設定可能としてもよい。
さらに、複合的な動作として、順次動作を切り換えて実行することも可能である。例えば
位置表明要求があった場合に、まず最初の所定時間はＣＤ再生、続いて所定時間のハザー
ド点滅、さらに続いて所定時間のホーン発生というように、順次実行していく例である。
【００５７】
このように位置表明動作や位置表示動作として、実際の動作態様は非常に多様に考えられ
るが、ユーザーの設定やシステム動作上のプログラム設定、接続機器の状況、場所や地域
の状況、各動作の利点などに応じて選択されるようにすることが考えられる。
【００５８】
例えばユーザーが予め実行させる動作を、地図表示、ＣＤ再生、ハザード点滅、ホーン発
生のうちから選択しておくことを可能とすれば、そのユーザーにとって好適な位置確認の
ための動作が実現される。例えば地図表示による確認が得意な人は地図表示を、一方、地
図が得意でない人はＣＤ再生を予め選択しておくといったような使い分けも考えられる。
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さらに携帯装置５０側にこれら４つの動作をそれぞれ別々に指示できる操作子を用意し、
ユーザーが状況に応じて使い分けることができるようにしてもよい。
【００５９】
また、各動作はそれぞれ次のような利点があるため、それをに応じて使い分けることも好
適である。
【００６０】
地図表示の場合は、ユーザーは表示された地図により正確に自分の車の位置を確認できる
という利点がある。またホーン発生のように周囲の人に対して騒音となるような迷惑をか
けることは全くない。
但し、ＧＰＳ電波が届かない地下駐車場などでは実行不能となる。
【００６１】
ＣＤ再生の場合は、ユーザーが自分の所有するＣＤを再生させることになるため、自分の
知っている曲が流れることで、自分の車の位置を探しやすいものとなる。また、ホーン発
生に比べて周囲の人に不快な思いをさせることが少ない。
もちろんＧＰＳ電波等の外部通信電波が届かない位置でも実行可能であり、また屋内駐車
場などの薄暗いところでもわかりやすい。
【００６２】
ハザード点滅の場合は、薄暗い屋内駐車場ではわかりやすいが、壁や柱が障害となってユ
ーザーの位置から見えないこともある。また晴天の日の屋外駐車場などではハザード点滅
が確認しにくい。ただしホーン発生のように周囲の人に迷惑をかけることはない。もちろ
んＧＰＳ電波が届かない場所でも実行可能である。また、ＣＤチェンジャー１３やナビゲ
ーション装置１２等の装備が無くても実行可能な動作となる。
【００６３】
ホーン発生の場合は、周囲の人に対する迷惑となる場合があるが、屋内、屋外に限らず有
効な手段となる。またこれも、ＣＤチェンジャー１３やナビゲーション装置１２等の装備
が無くても実行可能な動作となる。また、例えば５秒程度の間隔など、一定時間毎に軽く
ならす程度の動作を繰り返すようにすれば、騒音防止の観点からもさほど問題とはならな
い。
【００６４】
これらの長所、短所を考慮することで、最も効果的な動作を選択することも可能となる。
例えばシステム動作として、ナビゲーション装置１２による地図表示を最優先させるが、
ＧＰＳ受信不能の場合はＣＤチェンジャー１３によるＣＤ再生に切り換え、さらにＣＤ再
生不能の場合には、ハザード点滅、又はホーン発生を実行する。
さらに例えば周囲の光量を検出するセンサを設け、屋外などで非常に明るい場合はホーン
発生とし、そうでない場合はハザード点滅とすることなども考えられる。
もちろん上記のように、携帯装置５０側にこれら４つの動作をそれぞれ別々に指示できる
操作子を用意して実行させる動作をその都度選択できるようにした場合は、上記長所・短
所に応じてユーザーが好適な動作を選択できるものとなる。
【００６５】
６．車両状態提示動作
次に、本例で実現できる車両状態提示動作について説明する。
この車両状態提示動作は、ユーザーが車から離れた後に、車の状態、例えばドアロックや
ハンドブレーキの状態を確認できるようにする動作である。
【００６６】
図１１、図１２は、車両状態提示動作の際の携帯装置５０と車両１内のシステムの通信及
び動作を示している。
ユーザーがステイタスキー６２を操作すると、ワイヤレストランシーバ５１によって通信
Ｓ２１としてステイタスデータを要求するコマンドが車両１側に送信される。
車両１のワイヤレストランシーバ１６は、この通信Ｓ２１を受信すると、そのステイタス
要求コマンドをアシンクロナスパケットとしてＩＥＥＥ１３９４バス７に供給する。これ
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に対してＩＥＥＥ１３９４バス７に接続されているゲートウエイ１１が応答する。
【００６７】
即ちゲートウエイ１１はビークルバス６を介して例えばＥＣＵ１０ｃから所要のステイタ
スデータを受け取り、これを出力する。ワイヤレストランシーバ１６は、ゲートウエイ１
１から出力されたステイタスデータを、通信Ｓ２２として携帯装置５０側に送信する。
携帯装置５０では、通信Ｓ２２（ステイタスデータ）を受信すると、ＣＰＵ６６は受信し
たステイタスデータに応じた画像データを生成し、液晶ディスプレイ５３で表示させ、ユ
ーザーに提示する。
【００６８】
例えば図４（ｂ）に示すように、ステイタス表示として、ドアロック状況、ハンドブレー
キ状況、ライト点灯／消灯状態、ギアポジション、室外温度（又は室内温度）、ナンバー
プレートが表示される。
もちろんこれに限らず、エンジン状況や、スモールライト／メインライト／室内灯などの
ライト別の状況など、より詳しくステイタス表示させることも可能である。即ちＥＣＵ１
０ａ～１０ｄによって検出可能なステイタスであれば、どのようなステイタスも提示可能
となる。
【００６９】
このようなステイタス表示が実行されることで、ユーザーは車両１から離れた位置で車の
状況を確認でき、例えば確認のためにわざわざ車の位置まで戻るといったことも不要とな
る。
なお本例では表示出力によりステイタスデータをユーザーに提示するものとしているが、
例えば携帯装置５０に音声合成部やスピーカやイヤホン接続手段を備えるようにし、音声
により各種状況を提示するようにしてもよい。
【００７０】
ところで、携帯装置５０からのステイタスデータ要求コマンドが車両１側で受信できない
こともあるが、その場合は図１２のようになる。
即ち、携帯装置５０側から通信Ｓ２１としてステイタスデータ要求コマンドを送信した後
に、所定時間以上経過しても、図１１に示したステイタスデータの送信（Ｓ２２）が受信
できなかった場合は、携帯装置５０は何らかの事情で通信不能状態にあると判断する。
そしてその場合、つまり着信応答がない場合は、液晶ディスプレイ５３に不着信（通信不
能）であることをユーザーに提示する。
このように通信不能の場合はそれがユーザーに提示されることで、ユーザーは車両１から
ステイタスデータを受け取れないことを認識できる。
【００７１】
７．その他のキー操作にかかる動作
以上、本例の特徴的な動作を説明してきたが、本例のシステムでは、携帯装置５０からの
操作により、離れた位置でドアロックやエンジンのスタート／ストップを行うことができ
る。
【００７２】
即ちユーザーがドアロックキー６３を操作すると、携帯装置１から車両１のワイヤレスト
ランシーバ１６に対してドアロックコマンドが送信される。するとワイヤレストランシー
バ１６で受信されたドアロックコマンドに対してゲートウエイ１１が応答動作としてＥＣ
Ｕ１０ａに指示を出し、ドアロック機構１７を駆動させ、ドアロックを行う。
従って上記ステイタス表示によりユーザーがドアロックされていないことを確認した場合
などは、ドアロックキー６３を押すことで、離れた位置からドアロックを行うことができ
る。
【００７３】
例えば従来より知られているいわゆるキーレスエントリーの場合、赤外線信号でドアロッ
ク等を実行させることができるが、赤外線信号の場合到達距離はせいぜい１０ｍ前後とな
る。ところが本例のようにワイヤレスＬＡＮ通信のシステムによれば、かなり離れた位置
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からでも制御できることになり、非常に便利なものとなる。
【００７４】
また同様に、ユーザーがドアアンロックキー６４を操作すると、携帯装置１から車両１の
ワイヤレストランシーバ１６に対してドアアンロックコマンドが送信され、これに応じて
ゲートウエイ１１がＥＣＵ１０ａに指示を出してドアロック機構１７を駆動させることで
、ドアロック解除が実行される。
つまり離れた位置からドアロック解除を行うことができる。
【００７５】
さらにエンジンスタートキー６５、エンジンストップキー６６を操作した場合も同様にコ
マンドが送信され、ゲートウエイ１１がＥＣＵ１０ｄに指示を出すことで、エンジン始動
又はエンジン停止が実行される。
これによってエンジンを切り忘れたときのエンジン停止や、運転前にエンジンを始動させ
てアイドリングを実行させておくなどの動作も可能となる。
【００７６】
以上各種動作を説明してきたが、以上説明した構成や動作は一例にすぎない。本発明の車
両位置確認システム、車両状態確認システムとしては、そのシステム構成や実行する動作
として多様な例が考えられる。
【００７７】
【発明の効果】
以上の説明からわかるように本発明の車両位置確認システム、車両状態確認システムでは
、それぞれ次のような各種効果を得ることができ、これらにより非常に有用なシステムと
することができる。
【００７８】
請求項１の発明によれば、ユーザーが携帯装置から位置表明要求信号を出力させる操作を
行うことによって、車両内システムにその位置表明要求信号が送信され、車両内システム
が位置表明動作を行うことになる。従って広い駐車場などで車の場所がわからなくなって
も、ユーザーは車を容易に見つけることができるようになる。
そしてさらに、車両内システムと携帯装置は双方向の直接通信が可能とされるシステムで
あり、公衆通信回線システムや駐車場などのローカルシステムを利用するものではない。
従って、システム実現には基地局等を含めたインフラストラクチャーの整備は不要であり
、容易に実現できる。また外部との通信は不要であるため、例えば携帯電話システムの電
波が届かない場所や地域などでも利用できる。またユーザーの所有する車両と携帯装置に
よりシステム構成が完結されるため、そのユーザーはどのような場所でも常に本発明のシ
ステムを利用できることになる。
さらに複数の出力手段を備え、車両内がシステム化されていることで、位置表明動作とし
ては各種の態様の動作が可能となる。例えば上述したように音楽等を再生させたり、ハザ
ードランプを点滅させたり、ホーンを鳴らすことなどが可能となる。従って、これらの位
置表明動作を複合的に実行したり、選択的に実行することで、状況に応じた適切な位置表
明が可能となる。例えばハザードランプ点滅のような視覚的な動作や、音楽再生やホーン
音発生のような聴覚的な動作を使い分けることなども可能となる。
【００７９】
請求項２の発明によれば、ユーザーが携帯装置から位置情報要求信号を出力させる操作を
行うことによって、車両内システムにその位置情報要求信号が送信され、それに対して車
両内システムが位置情報としての画像情報を送信してくることになる。そしてその画像情
報（地図画像等）が携帯装置の表示手段で表示される。
従ってこの場合も、広い駐車場などで車の場所がわからなくなっても、ユーザーは車を容
易に見つけることができる。特に画像表示による位置ガイドとなるため、正確なガイドと
なる。
そしてこの場合も、車両内システムと携帯装置は双方向の直接通信が可能とされるシステ
ムであり、かつユーザーの所有する車両と携帯装置によりシステム構成が完結されるもの
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であるため、システムの実現性が容易であり、また動作実現可能な場所や地域を選ばずに
、さらにはユーザーにとっては常に、本システムを利用できることになる。
また自車位置判別手段（いわゆるナビゲーション装置）としては車両側の装置を利用し、
携帯装置側での画像表示に関しては、送信されてきた画像情報を表示するのみでよい。従
って携帯装置の装置構成の簡略化や小型化が容易である。例えば携帯用ナビゲーション装
置のようにＧＰＳ、ＣＤ－ＲＯＭ、ナビゲーションコントローラなど、比較的大規模な装
置構成をとる必要はない。つまり本発明では携帯装置は、ナビゲーション画像を表示する
機能を有するにも関わらず、携帯に便利な非常に小型のサイズとすることができる。
【００８０】
請求項３の発明によれば、ユーザーが携帯装置から位置表明要求信号を出力させる操作を
行うことによって、車両内システムにその位置表明要求信号が送信され、車両内システム
が位置表明動作を行うことになる。
さらにユーザーが携帯装置から位置情報要求信号を出力させる操作を行うことによって、
車両内システムにその位置情報要求信号が送信され、それに対して車両内システムが位置
情報としての画像情報を送信してくることになる。そしてその画像情報（地図画像等）が
携帯装置の表示手段で表示される。
つまり上記請求項１の発明と請求項２の発明の動作の両方が可能となり、広い駐車場など
で車の場所がわからなくなっても、ユーザーは車を容易に見つけることができる。
もちろん上記請求項１の発明と請求項２の発明の効果として述べた各種効果を得ることが
できる。
そしてさらにこの場合は、位置表明動作と位置情報の表示動作を複合的又は選択的に行う
ことができる。複合的に行うことによってユーザーはより車の位置を見つけやすいものと
なる。
また選択的に行うことによって、状況に応じた車両位置確認が可能となる。例えば車両内
システムの自車位置判別手段が自車位置が確認できる場合は、画像情報を携帯装置に送信
して、地図画像を表示させることで、正確なガイドができ、一方、自車位置が確認できな
い場合は、位置表明動作を行ってユーザーに位置を知らせるなど、フレキシブルに対応す
ることも可能となる。
【００８１】
請求項４の発明によれば、ユーザーが携帯装置から状態情報要求信号を出力させる操作を
行うことによって、車両内システムにその状態情報要求信号が送信され、それに対して車
両内システムが検出手段で検出した状態情報を送信してくることになる。そしてその状態
情報が携帯装置側で出力（表示や音声出力）される。これによりユーザーは、車から離れ
た位置で車の状態、例えばドアロックやハンドブレーキの状態などを確認することができ
る。
そしてこの場合も、車両内システムと携帯装置は双方向の直接通信が可能とされるシステ
ムであり、かつユーザーの所有する車両と携帯装置によりシステム構成が完結されるもの
であるため、システムの実現性が容易であり、また動作実現可能な場所や地域を選ばずに
、さらにはユーザーにとっては常に、本システムを利用できることになる。
さらに、車両内がシステム化されていることで多様な状態情報が検知可能となり、ユーザ
ーは車の状態として詳しい内容を知ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の車両内システムの概要の説明図である。
【図２】実施の形態の車両内システム構成のブロック図である。
【図３】実施の形態の車両内システム構成のワイヤレストランシーバのブロック図である
。
【図４】実施の形態の携帯装置の説明図である。
【図５】実施の形態の携帯装置のブロック図である。
【図６】実施の形態の位置表明動作のための通信の説明図である。
【図７】実施の形態の位置表明動作のための通信の説明図である。
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【図８】実施の形態の位置画像表示動作のための通信の説明図である。
【図９】実施の形態の位置画像表示動作のための通信の説明図である。
【図１０】実施の形態の状態情報表示動作のための通信の説明図である。
【図１１】実施の形態の状態情報表示動作のための通信の説明図である。
【図１２】実施の形態の車両位置確認動作の各種動作態様の説明図である。
【符号の説明】
１　車両、２Ｆ，２Ｒ　ハザードランプ、３　外部スピーカ、４　ＧＰＳアンテナ、５　
ヘリカルアンテナ、６　ビークルバス、７　ＩＥＥＥ１３９４バス、１０，１０ａ，１０
ｂ，１０ｃ，１０ｄ　ＥＣＵ、１１　ゲートウエイ、１２　ナビゲーション装置、１３　
ＣＤチェンジャ、１４　モニタ／ヘッドユニット、１５　ＤＳＰ／アンプ、１６　ワイヤ
レストランシーバ、１７　ドアロック機構、１８　ホーン、２０　１３９４インターフェ
ース、２１　ビークルインターフェース、５０　携帯装置、５１　ワイヤレストランシー
バ、５２　ヘリカルアンテナ、５３　ディスプレイ、５４　ＬＣＤドライバ、５５　キー
スキャン部、６１　サーチキー、６２　ステイタスキー、６３　ドアロックキー、６４　
ドアアンロックキー、６５　エンジンスタートキー、６６　エンジンストップキー

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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